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(57)【要約】
調整された様式で複数のユーザおよび複数の医療デバイ
スに共にリンクする統合医療情報管理および医療デバイ
ス制御のためのシステムおよび方法が、説明される。ユ
ーザおよび医療デバイスのリンケージが、双方向ネット
ワークおよび中央集権化したホストシステムを使用して
達成される。システムのユーザは、お互いに通信し、遠
隔位置から医療デバイスを操作し、患者の状態を自動的
にモニタする多様なソースからの情報にアクセスし得る
。
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【特許請求の範囲】

    【請求項１】  医療情報管理および医療デバイス制御のためのシステムであ

って、

  （ａ）医療情報および医療デバイスを操作するための命令を双方向ネットワー

クを介してホストシステムに送るための少なくとも１つの送信装置と、

  （ｂ）該医療情報および該医療デバイスを操作するための命令をホストシステ

ムから受け取るための少なくとも１つの受信装置と、

  （ｃ）ホストシステムであって、

    （１）該医療情報および該医療デバイスを操作するための命令を該少なくと

も１つの送信装置から受け取り、該医療情報および該医療デバイスを操作するた

めの命令を少なくとも１つの受信装置に送るためのホスト通信インターフェース

と、

    （２）データベース管理システムと、

    （３）少なくとも１つの送信装置によって送られ、該ホスト通信インターフ

ェースによって受け取られる該医療情報および／または該医療デバイスを操作す

るための命令を格納するためのデータベースと、

  を含む、ホストシステムと、

  （ｄ）該少なくとも１つの受信装置、該少なくとも１つの送信装置および該ホ

スト通信インターフェースに接続された双方向ネットワークであって、該ホスト

通信インターフェースは、該ホスト通信インターフェース、該少なくとも１つの

受信装置、および該少なくとも１つの送信装置の間で該医療情報および該医療デ

バイスを操作するための命令を通信する双方向ネットワークと、

を含む医療情報管理および医療デバイス制御のためのシステム。

    【請求項２】  前記医療情報および前記医療デバイスを操作するための命令

が、医療デバイスの操作上のパラメータ、個人システムのプリファレンス、技術

上の更新、検索項目、患者の生命に関わる徴候、画像データ、投薬スケジュール

、実験室の結果、患者の履歴およびｅメールからなるグループから選択される、

請求項１に記載の医療情報管理および医療デバイス制御のためのシステム。

    【請求項３】  前記双方向ネットワークがインターネットあるいはイントラ
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ネットである、請求項１に記載の医療情報管理および医療デバイス制御のための

システム。

    【請求項４】  前記双方向ネットワークがハードワイヤードされたネットワ

ークである、請求項１に記載の医療情報管理および医療デバイス制御のためのシ

ステム。

    【請求項５】  前記少なくとも１つの送信装置が、コンピュータ端末、患者

の状態をモニタするためのデバイス、診断デバイス、携帯用電子デバイス、電話

、および無線送信機からなるグループから選択される、請求項１に記載の医療情

報管理および医療デバイス制御のためのシステム。

    【請求項６】  前記少なくとも１つの受信装置が、コンピュータ端末、患者

の状態をモニタするためのデバイス、診断デバイス、携帯用電子デバイス、およ

び電話からなるグループから選択される、請求項１に記載の医療情報管理および

医療デバイス制御のためのシステム。

    【請求項７】  前記少なくとも１つの送信装置は、キーボード、マウス、ト

ラックボール、ライトペン、ジョイスティック、タッチ感知ビデオスクリーン、

バーコードリーダー、プッシュボタン、スイッチ、キープッシュカード、位置セ

ンサおよびマイクロフォンからなるグループから選択される情報入力手段を有す

る、請求項１に記載の医療情報管理および医療デバイス制御のためのシステム。

    【請求項８】  前記少なくとも１つの受信装置は、ビデオモニタ、光信号、

テレタイプのプリントアウト、ブライユ式点字法でのプリントアウト、および可

聴式放送からなるグループから選択される情報表示手段を有する、請求項１に記

載の医療情報管理および医療デバイス制御のためのシステム。

    【請求項９】  前記患者の状態をモニタするためのデバイスは、心電図、血

液中の酸素飽和度モニタ、ｘ線画像処理、磁気共鳴画像処理、磁気共鳴分光法、

超音波画像処理および呼吸計からなるグループから選択される、請求項６に記載

の医療情報管理および医療デバイス制御のためのシステム。

    【請求項１０】  前記診断デバイスは血管造影インジェクタシステムである

、請求項１に記載の医療情報管理および医療デバイス制御のためのシステム。

    【請求項１１】  ワールドワイドウェブサイトを含む医療情報管理および医
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療デバイス制御のためのシステムであって、該ワールドワイドウェブサイトは、

  （ａ）ソフトウェアを含む１つ以上の通信インターフェースであって、該ソフ

トウェアは、

    （１）複数の多様な医療デバイスがお互いに通信し、受信装置と通信するこ

とを可能とする該複数の多様な医療デバイスから医療情報および医療デバイスを

操作するための命令を受け取り、送る工程と、

    （２）該複数の多様な医療デバイスから受け取られた該医療情報および該医

療デバイスを操作するための命令を該受信装置に送る工程と、

    （３）複数の多数の医療デバイスから該医療情報および該医療デバイスを操

作するための命令を受け取り、変換し、該医療情報および該医療デバイスを操作

するための命令を処理し、格納するために該データベースにルーティングする工

程と、

    （４）第３者から該医療情報および該医療デバイスを操作するための命令を

受け取り、変換し、該医療情報および該医療デバイスを操作するための命令を処

理し、格納するために該データベースにルーティングする工程と、

    （５）医療デバイスのオペレータからの要求を受け取り、該要求を該データ

ベースにルーティングする工程と、

    （６）該オペレータから受け取られた該要求に応答して、該データベースか

ら抽出された該医療情報および該医療デバイスを操作するための命令を受け取り

送る工程と、

    （７）該遠隔コマンドおよび該オペレータからの命令に応答する該医療デバ

イスの制御に必要な該医療情報および該医療デバイスを操作するための命令を受

け取り、送る工程と、

  を行うためのソフトウェアを１つ以上の通信インターフェースと、

  （ｂ）複数のユーザアクセス可能なデータベースであって、

    （１）必要である患者の該治療または診断の際に同時に使用される複数の多

様な医療デバイスの該操作を調整することに関連する情報と、

    （２）医療デバイスの該操作およびメンテナンスに属する技術上の情報と、

    （３）該医療デバイスの該操作に関して尋ねられる多くの質問に対する応答
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と、

    （４）一連のサブデータベースを含むユーザプロファイルデータベースと、

  を含む、複数のユーザアクセス可能なデータベースと、

  （ｃ）他のワールドワイドウェブサイトへのポータルと、

を含む、医療情報管理および医療デバイス制御のためのシステム。

    【請求項１２】  前記ユーザプロファイルサブデータベースが、医療デバイ

スデータベースおよびユーザプリファレンスデータベースからなるグループから

選択される、請求項１１に記載のワールドワイドウェブサイトを含む、医療情報

管理および医療デバイス制御のためのシステム。

    【請求項１３】  医療情報を管理し、医療デバイスを制御する方法であって

、該方法が、

  （ａ）ワールドワイドウェブサイトであって、

    （１）通信インターフェースと、

    （２）複数のユーザアクセス可能なデータベースが、

      （Ａ）必要な患者の治療または診断をする際に同時に使用される複数の、

多様な医療デバイスの操作を調整することに関連する情報と、

      （Ｂ）医療デバイスの操作およびメンテナンスに属する技術上の情報と、

      （Ｃ）患者の統計、ユーザのプリファレンス、利用可能なコンサルタント

、およびリスクマネージメントのためのアルゴリズムを含む、ユーザプロファイ

ル情報と、

    を含む、複数のユーザアクセス可能なデータベースと、

  を含む、ワールドワイドウェブサイトを提供する工程と、

  （ｂ）該通信インターフェースを介し医療情報および医療デバイスを操作する

ための命令を該ワールドワイドウェブサイトに受け取る工程と、

  （ｃ）該医療情報および該医療デバイスを操作するための命令を該複数のデー

タベースに格納する工程と、

  （ｄ）要求された医療情報、医療デバイスを操作するための命令および他の情

報を該複数のユーザアクセス可能なデータベースから抽出する工程と、

  （ｅ）該抽出され、要求された医療情報、医療デバイスを操作するための命令
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および他の情報を該通信インターフェースを介し医療デバイスのオペレータに送

る工程と、

を包含する、医療情報を管理し、医療デバイスを制御する方法。

    【請求項１４】  前記通信インターフェースおよび前記ワールドワイドウェ

ブサイトの前記複数のデータベースを使用して、複数の医療デバイスの前記操作

およびオペレータを同時に調整する工程を包含する、請求項１３に記載の医療情

報を管理し、医療デバイスを制御する方法。

    【請求項１５】  ｘ線画像処理、磁気共鳴画像処理および超音波画像処理を

含む画像デバイスに接続することを介し画像情報を受け取る工程を包含する、請

求項１４に記載の医療情報を管理し、医療デバイスを制御する方法。

    【請求項１６】  インターネットによって得られたデータまたは画像と組み

合わせて、ｘ線源からの医療画像、磁気共鳴画像、または超音波画像を表示する

工程を含む、請求項１５に記載の医療情報を管理し、医療デバイスを制御する方

法。

    【請求項１７】  （ａ）１つ以上のソースから診断医療画像を受け取り、

  （ｂ）ユーザが無菌領域内にいる無菌環境における臨床情報の収集を提供し、

  （ｃ）該インターネットに接続することを提供し、

  （ｄ）該ユーザのために医療画像データを表示するための機構を提供する、デ

バイスからなる医療画像デバイス、臨床情報収集、インターネット通信および医

療画像表示の間を関連付けるのに有用であるデバイス。
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【発明の詳細な説明】

      【０００１】

  （発明の分野）

  本発明は、複数のデータ入力ソースを調整するために双方向ネットワーク通信

システムを使用し、ワールドワイドウェブにアクセスを提供し、医療デバイスを

使用している間に第３者と通信する医療情報管理および医療デバイス制御のため

のシステムに関する。詳細には、本発明は、医療デバイス、患者診断データ、お

よび遠隔地からの他の重要な医療情報の選択された任意のパラメータを受け取り

、格納するインターネットおよびワールドワイドウェブを使用することに関する

。さらに、本発明はワールドワイドウェブにアクセスし、コンサルタントとオペ

レータとの間の情報を交換し、医療デバイスの機能を調整するように使用され得

る。

      【０００２】

  （発明の背景）

  ２１世紀の始まりの技術がほんの２０年前には想像もつかない複雑なレベルに

到達してきた。日常生活のほとんど全ての局面は、マイクロプロセッサ、コンピ

ュータおよびコンピュータに支援のデバイス（ｃｏｍｐｕｔｅｒ  ａｓｓｉｓｔ

ｅｄ  ｄｅｖｉｃｅｓ）によって影響される。インターネットの急速な拡大およ

び拡大するコンピュータの役割において特に明らかであるようにこの技術が、仕

事および社会に有する衝撃は物理的および生物学的な科学において受け入られて

る。これらの技術が人類にもたらす利益は莫大であり、特に医学および保険医療

の分野において明らかである。

      【０００３】

  しかし、また、最近の技術の拡大に関連する多くの不運な結果がある。コンピ

ュータプロセッサの速度および能力が増加するにつれて、ソフトウェア技術者は

、ハードウェアに歩調を合わせるように続けて彼らの製品を向上させる。結果と

して、新しいハードウェアおよび関連するソフトウェアは消費者にとって「技術

上の過負荷」を生み出す（ｃｒｅａｔｉｎｇ）複雑さを増加させている。平均的

な技術力のユーザにとってはより新しいコンピュータの能力を最大に発揮するこ
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とは困難であり、コンピュータの能力のほとんどが実現されないままである。ソ

フトウェアが既に複雑なコンピュータに組み込まれ、オペレータにデバイスの機

構的局面およびそのソフトウェアベースのオペレーティングシステムを習得する

ことを要求する場合、この「技術上の過負荷」はさらに激化し得る。さらに、１

つ以上のこれらの複雑さが同時に使用される場合、複雑さのレベルは指数関数的

に増加する。

      【０００４】

  医学はもっとも技術的な要求のある科学的学問分野の１つである。医療な技術

における急速な発展は、数年前には利用不可能であった生命を救う選択を内科医

および患者に提供してきた。さらに、技術上の発展は、楽しみのない、苦痛な存

在と運命付けられた数百万の人の生活の質を大きく向上させた。しかし、これら

の最近の技術の発達の全ての潜在能力は、複雑な医療デバイスおよび関連ソフト

ウェアベースのオペレーティングシステムの多様なアセンブリを調整し、インタ

ーフェースし、操作するユーザの能力によって完全には実現されず、制限された

ままである。

      【０００５】

  この１００年の最も重要な技術上の発展の１つはインターネットの発達および

拡散である。インターネットの出現は過剰な情報に便利なアクセス手段を世界に

提供してきた。要求される内容および詳細さのレベルに関わらず、それはワール

ドワイドウェブ（ウェブ）に見出され得る。インターネットの評判およびアクセ

ス可能性により結果として多くの会社が、ハード複製が利用可能になる前に新し

い製品情報および技術上の放出物（ｒｅｌｅａｓｅ）をインターネットのホーム

ページに載せることになった。それゆえ、任意の専門職で（特に動的な医学のよ

うな技術分野で）最先端に居続けるために、インターネットに即座にアクセスす

ることは必要不可欠である。しかし、「技術上の爆発（ｅｘｐｌｏｓｉｏｎ）」

は上記で説明されたように、インターネットが容易にした「情報爆発」は、生活

の技術上の複雑さを単純にするよりむしろ増やすことが多い。結果として、最近

のハードウェアおよびソフトウェアの発展と同様にインターネットは完全に利用

されないままであることが多い。



(9) 特表２００２－５４１５６３

      【０００６】

  インターネットおよび医療科学における最近の発展は、両方の技術の潜在能力

を完全に実現するのに役立つように相乗的に組み合わされ得る。例えば、インタ

ーネットウェブサイトは、複数の医療デバイスの機能を調整し、医者（ｍｅｄｉ

ｃａｌ  ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎｓ）の間の急速な情報交換を容易にし、遠隔デバ

イスコマンドを与え、能力を制御し、患者の統計を照合するために使用され得る

。そのような相乗的なシステムを達成する際に最も困難なのは、様々な医療デバ

イス間で適合性が欠如してることである。医療デバイスは、通常、他のソースに

よって生成されるデータを使用するための能力を制限する独自のオペレーティン

グシステムを有する。しかし、インターネットを使用して、これらの多様なオペ

レーティングシステムとデータソースの間の連絡は、ほとんど任意の考えうるソ

ースからのデータを解釈し、変換し、処理するように設計されてきた医療情報管

理および医療デバイス制御のためのシステムによって確立され得る。結果として

、医療デバイスオペレータがすぐにデバイスを操作するためのパラメータ、現在

の患者の状態、技術上のリソースおよび個人的なプリファレンス（ｐｒｅｆｅｒ

ｅｎｃｅ）にアクセスすることを可能にするシームレス（ｓｅａｍｌｅｓｓ）イ

ンターフェースが確立され得る。

      【０００７】

  さらに、そのようなウェブサイトは、医療処置が実行されている間、医療デバ

イスオペレータがコンサルタントにアクセスすることを提供するように使用され

得る。コンサルタントは、担当オペレータが有する同じ病気の患者の統計および

システムデータへの同時にアクセス権を有する。リアルタイムの療法指導は、必

要を求める患者のまくらもとに世界の専門医が行くことに対する地理的な制限な

しに行い得る。さらに、医療デバイスオペレータは、患者の傍を離れる必要なく

、最新の情報を得るためにインターネットウェブサイトにアクセスし得る。患者

は、現場、救急車、緊急治療室、冠疾患集中カテーテル実験室、または外科治療

の無菌領域（ｓｔｅｒｉｌｅ  ｆｉｅｌｄ  ｏｆ  ａ  ｓｕｒｇｉｃａｌ  ｓｕ

ｉｔｅ）にいる可能性がある。

      【０００８】
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  まだ、さらに、デバイスオペレータは双方向教示情報にアクセスし得、それに

よってユーザは容易に手術およびデバイスの整備について教わり得る。また、デ

バイス製造者は、物理的にデバイスにアクセスせずに更新されたソフトウェアお

よび予備的メンテナンス情報をデバイスに提供し得る。

      【０００９】

  結果として、医療デバイス、コンサルタント、管理者、患者に関する重要な統

計、および技術上の事実を統合するウェブサイトは、病院および内科医が生命を

救い、苦しみを減らし、価値のある経済的なリソースを節約し、数千人という世

界規模の保険治療開業医を教育することを推進することに有用である。

      【００１０】

  （発明の要旨）

  患者の統計、医療デバイスの操作上のパラメータおよび医療処置を行うことに

関するオペレータのプリファレンスを受け取り、格納し、アクセス権を提供する

医療情報管理および医療デバイス制御のためのシステムを提供することが本発明

の目的である。

      【００１１】

  患者の統計、医療デバイスの操作上のパラメータおよび医療処置を行うことに

関するオペレータのプリファレンスを送信し、受け取るための双方向ネットワー

クを利用する医療情報管理および医療デバイス制御のためのシステムを提供する

ことが本発明の別の目的である。

      【００１２】

  患者の統計、臨床データ、画像データ、処置（ｐｒｏｃｅｄｕｒａｌ）表示、

医療デバイスの操作上のパラメータおよび複数の遠隔地から受けられる医療処置

を行うことに関連するオペレータのプリファレンスを処理し、格納するインター

ネットウェブサイトを提供することが本発明のさらに別の目的である。

      【００１３】

  多数の異なる医療デバイスを同時に調整し、インターフェースするインターネ

ットウェブサイトを提供することが本発明のさらに別の目的である。

      【００１４】
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  オペレータが遠隔地から、インターネットウェブサイトを通じて、医療デバイ

スにアクセスし、制御し、命令し得るインターネットウェブサイトを提供するこ

とが本発明の別の目的である。

      【００１５】

  本発明のウェブサイトを通じて、同じ病気の患者の統計、臨床データ、画像デ

ータ、医療デバイスの操作上のパラメータおよび医療デバイスのオペレータに利

用可能な医療処置を行うことに関連するオペレータのプリファレンスに同時アク

セスするコンサルタントにオペレータが接触し得るインターネットウェブサイト

を提供することが本発明のさらに別の目的である。さらに、コンサルタントへの

送信データについての範囲およびその詳細は、予め格納されたあるいは内密に保

護するためにユーザが定義したパラメータを使用して自動的に制限され得る。

      【００１６】

  医療処置を続けて行う間、オペレータが他のインターネットウェブサイトのコ

ンテンツを検索することを可能とするインターネットウェブサイトを提供するこ

とが本発明の別の目的である。さらに、オペレータは、インターネット、イント

ラネット、電話あるいは通信経路の組み合せをを使用して１人以上のコンサルタ

ントと同時に接触し得る。

      【００１７】

  医療デバイスおよび医療処置にわたる情報管理および制御を提供するのに補助

するための病院または他の保険医療の提供者の管理システムにインターフェース

するインターネットウェブサイトを提供することが本発明の別の目的である。

      【００１８】

  本発明の医療情報管理および医療デバイス制御のためのシステムは、複数のデ

ータ入力ソースを調整し、ワールドワイドウェブ（ウェブ）にアクセスすること

を提供し、医療デバイスを使用する間に第３者と通信するための双方向ネットワ

ークを有する。本発明の好適な実施形態は、ウェブにアクセスするための双方向

ネットワークとしてインターネットを使用する。医療処置関連の情報を受け取り

、処理し、格納し、送信する専用ウェブサイトはホストシステム内に位置する。

ホストシステムは一般にサーバと呼ばれるが、任意のコンピュータおよび情報を
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受け取り、処理し、送信する能力のある他のデバイスであってもよい。本発明に

よって送られ、受け取られる情報は、医療デバイスの操作上のパラメータ、個人

的なシステムプリファレンス、技術的な更新、検索項目（ａｒｔｉｃｌｅ）、患

者の生命に関わる徴候、投薬スケジュール、診断、サービス要件、実験室の結果

、患者の履歴、処置報告、設備の発明者、画像データ（例えば、ｘ線、血管造影

法、磁気共鳴画像）、第３者的支払人情報およびｅメール（まとめて、以下では

「情報」と呼ぶ）を含むが、これらに制限されない。

      【００１９】

  本発明の情報管理システムは、ウェブサイトに情報を送るための少なくとも１

つの遠隔送信装置およびウェブサイトから情報を受け取るための遠隔受信装置か

らなる。本発明の１実施形態において、遠隔送信装置は遠隔受信装置と共に位置

する。本発明の別の実施形態において、遠隔送信装置は受信装置として機能しな

いデバイスに組み込まれる。第３の実施形態は、ユーザの無菌状態を維持するユ

ーザインターフェースを使用する無菌環境において動作する独立デバイスであり

、例えば、赤外線デバイス、無菌カバーを備えるタッチスクリーンである。

      【００２０】

  本発明のウェブサイトは、各遠隔送信装置から情報を受け取るための通信イン

ターフェースおよび情報を処理し、格納するデータベースを有する。本発明のウ

ェブサイトはまた、遠隔送信装置、遠隔受信装置およびウェブサイトに一緒に接

続する双方向ネットワークを有する。この双方向ネットワークはウェブサイト、

遠隔送信装置と遠隔受信装置の間で情報の交換を容易にする。

      【００２１】

  本発明の双方向ネットワークは少なくとも１つの遠隔地に配置される送信およ

び受信装置を有する。遠隔送信および受信装置は情報の表示手段および入力手段

を有し得る。遠隔地に配置される本発明の送信および受信手段の制限をしない実

施形態は、コンピュータ端末、患者の状態をモニタするためのデバイス、診断デ

バイス、携帯用電子デバイス、電話、および無線送信機を含む。情報表示手段の

制限をしない実施例は、ビデオモニタ、光信号、テレタイプのプリントアウト、

ブライユ式点字法でのプリントアウト、および可聴式放送を含む。情報入力手段
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は、キーボード、ジョイスティック、タッチ感知（ｔｏｕｃｈ  ｓｅｎｓｉｔｉ

ｖｅ）ビデオスクリーン、バーコード、プッシュボタン、スイッチ、キーパンチ

カード、およびマイクロフォンを含むが、これらに制限されない。

      【００２２】

  本発明の別の局面により、オペレータは患者の統計、臨床データ、画像データ

および医療デバイスの操作情報をコンサルタントまたは他の人と共有することを

可能である。例えば、指名されたコンサルタントは、遠隔送信および受信手段を

介してウェブサイトにアクセスし得、直接に患者を治療するまたは医療デバイス

を操作することに参加し得る。本発明のウェブサイトを使用することで、コンサ

ルタントは、実験室データ、投薬、および血管造影図等の診断テストのビデオ画

像を含むが、これらに制限されない重要な患者の統計を見ることが可能である。

      【００２３】

  本発明のさらに別の実施形態において、双方向ネットワークは医療デバイスの

操作および制御に遠隔送信および受信装置を通じてアクセスすることを提供し得

る。この実施形態において、実際の医療処置、またはその一部は遠隔地でモニタ

され、行われ得る。

      【００２４】

  本発明のさらに別の実施形態において、医療情報および管理システムは、統計

的確率に基づいて医療の潜在的な結果を評価するために使用され得る。データベ

ースに格納されるアルゴリズムは医療を選択することについてオペレータを補助

するために、患者の生命に関わる徴候と組み合わされる。さらに、同じデータベ

ースは、生命を脅かす出来事を前もってオペレータに警告し得る、あるいは必要

ならば、自動的に処置を停止する。

      【００２５】

  本発明の別の実施形態は、通信インターフェースおよび複数のユーザがアクセ

ス可能なデータベースを有するワールドワイドウェブサイトを提供することによ

って医療情報を管理する方法および医療デバイスを制御する方法である。データ

ベースは、患者の治療または診断を行う際に同時に使用され得る複数で、多様な

医療デバイスを調整し、操作することに関連する情報を含む。さらなるデータベ
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ースは、医療デバイスの操作およびメンテナンスに属する技術上の情報、患者の

統計、ユーザのプリファレンス、利用可能なコンサルタント、およびリスクマネ

ージメントのためのアルゴリズムを含むが、これらに制限されない。

      【００２６】

  本発明の方法はまた、通信インターフェースを通じて医療情報および医療デバ

イスの操作上の命令を受け取るように、および医療情報ならびに医療デバイスの

操作上の命令をそのデータベースに格納するように使用される。さらに、医療情

報および医療デバイスの操作上の命令および他の情報は複数のユーザによって、

個々または同時のどちらかで要求され得る。次いで、医療情報、医療デバイスの

操作上の命令および他の要求される情報は本発明のデータベースから抽出され、

患者を治療している保険治療に携わる人（ｗｏｒｋｅｒ）および／または医療デ

バイスを直接、操作するオペレータに送信される。結果として、複数の医療デバ

イスは、本発明の教示に従い、通信インターフェースおよびワールドワイドウェ

ブサイトのデータベースを使用して同時に調整され得る。

      【００２７】

  本発明の複合の結果として、各要素および特性は個別に提供される。しかし、

各要素は他の、あるいは全ての要素と組み合わされ、インターラクティブで、統

合システムに組み込まれ、そのインターラクティブで、統合システムは、相乗作

用を通じて各要素の潜在能力を最大にし、医療情報管理および医療デバイス制御

のためのシステムの部分の総和より大きな利益を提供する医療情報管理および医

療デバイス制御のためのシステムを作成するように設計されることが理解される

。さらに、本発明の最大の多能さが、双方向ネットワークとしてのインターネッ

トを使用して実現される一方で、また、インターネットを使用して本発明の統合

医療情報管理および医療デバイス制御のためのシステムを作成することが可能と

なる。いくつかの用途において、好適であり得るインターネットは維持され得る

高いレベルのセキュリティおよび機密性の保持を可能にする。また、本発明のデ

バイスの全てを共に「ハードワイヤード」し、遠距離通信デバイスを一緒に使用

することを避けることを可能にする。しかし、ハードワイヤードされたシステム

はインターネットまたはイントラネットベースのシステムのどちらかよりもイン
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ストールするのによりコストが高く、汎用性がより少ない。

      【００２８】

  本発明のさらなる目的および利点ならびに同じものを構築する方法は、好適な

実施形態のみが本発明を実行するための考えられ得る中で最良な態様の例示によ

って簡潔に示され、説明される以下の詳細な説明を理解することにより当業者に

とって十分に明らかである。実現されるように、本発明は、本発明から逸脱しな

い全ての様々な点において改変することが可能でなる。従って、図面および説明

は、事実上、例示としてみなされるべきで、発明を制限するものではない。

      【００２９】

  本発明の詳細な説明は、図面を詳細に参照することによって本明細書中で制限

をしない実施例によって説明される。

      【００３０】

  （発明の詳細な説明）

  本発明は、統合医療情報管理および医療デバイス制御に関するシステムであり

、情報交換を円滑にし、そして少なくとも一つの送信装置と少なくとも一つの受

信装置との間のコマンドを中継する双方向ネットワークを組み込んだものである

。実施例は、同時係属中の仮出願である米国特許シリアル番号第６０／１２７，

４３６号に一般に記載されており、その内容は、参照により本明細書中に援用さ

れる。本発明の１実施形態において、双方向ネットワークによって多様な一群の

医療デバイスおよびコンピュータ端末が、互いにデータを交換し、かつオペレー

タに遠隔コマンドおよび制御能力を提供することを可能にする。本発明の別の実

施形態において、双方向ネットワークは、オペレータに、互いに直接通信し、か

つ遠隔の送信および受信装置を用いて情報を共有する手段を提供する。

      【００３１】

  本発明の好適な実施形態において、統合医療情報管理および医療デバイス制御

に関するシステムは、ワールドワイドウェブサイト（ウェブサイト）である。本

発明のウェブサイトは、ホストシステムまたはホストサーバと呼ばれる遠隔コン

ピュータ内に設置されている。このホストシステムは、通常、ＵＮＩＸ（Ｒ）ベ

ースのウィンドウズ（Ｒ）／ＤＯＳシステム、ＮＴベースのコンピュータ、Ｌｉ
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ｎｕｘベースのコンピュータ、およびマッキントッシュコンピュータを含むがこ

れらに限定されない、コンピュータである。本発明の好適な双方向ネットワーク

は、インターネットである。したがって、ユーザは、手術室の無菌領域、または

携帯電話を通してアクセスする遠隔地を含む、インターネットへのアクセスのあ

るあらゆる場所に位置し得る。しかし、安全なイントラネットおよびハードワイ

ヤードされたシステムを使用してもまた、統合医療情報管理および医療デバイス

制御に関するシステムへのアクセスを提供し得る。一般的に言うと、イントラネ

ットは、範囲および汎用性においてより制限されており、ならびにハードワイヤ

ードすることは、しばしばさらに制限されており、かつ通常はるかに高価である

。さらに、インターネットから隔離されたコンピュータに収納されたプライベー

トのデータベースは、本発明の統合医療情報管理および医療デバイス制御に関す

るシステムとしてウェブサイトを代用し得る。しかし、そのような隔離されたシ

ステムは、著しくユーザアクセスを限定し、そして本発明の汎用性を不必要に制

限する。したがって、本発明の本記載の残りの部分については、インターネット

を介してアクセスされるウェブサイトが好適な実施形態である。

      【００３２】

  次に図１を参照して、本発明の統合医療情報管理および医療デバイス制御に関

するシステム９が図示される。図示されるようにホスト通信インターフェース１

０は、双方向ネットワーク（インターネット）と統合医療情報管理および医療デ

バイス制御に関するシステム（ウェブサイト）との間の最初の接続点として機能

する。ホスト通信インターフェース１０は、多様な送信装置から受信されたデー

タ、リクエスト、医療情報、および医療デバイス動作命令（これ以降「情報」と

総称する）を標準フォーマットに変換する。ホスト通信インターフェース１０か

ら、標準化された情報が、集中データベース１４へのおよびからの情報のフロー

を調整するデータベース管理システム１２へ、送信される。集中データベース１

４から抽出された情報は、データベース管理システム１２を介して送り返される

、ここでその情報は、直接、またはホスト通信インターフェース１０を介して、

遠隔受信装置１６へ送信される。

      【００３３】
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  本発明の１実施形態において、ホスト通信インターフェース１０に、複数の機

械語を認識および変換するソフトウェアが提供される。本発明の別の実施形態に

おいて、ホスト通信インターフェース１０に、全ての通常使用される医療デバイ

スから受信した情報を認識し、変換し、そしてフォーマットするソフトウェアが

提供される。本発明のホスト通信インターフェース１０に一般的認識、変換、お

よびフォーマット能力を提供するのに必要なソフトウェアは、市販されるかまた

は、コンピュータプログラム技術分野の当業者によって、具体的アプリケーショ

ンに対して書かれる。別の実施形態において、１つより多い入力インターフェー

スがある。例えば、１つのインターフェースはディジタルフォーマットライブビ

デオを（例えば、送信のためにＤＩＣＯＭ標準を使用）受信し得、別のインター

フェースは多様なフォーマットのアナログビデオを受信し得、別のインターフェ

ースは複数の機械語を認識および変換し得、および別のインターフェースはイン

ターネットまたはイントラネットとの接続を提供し得る。

      【００３４】

  図２は、ファイアウォール２０をホスト通信インターフェース１０と組み合わ

せた本発明の別の実施形態を示す。ファイアウォール２０は、安全なアクセスを

データベース管理システム１２に提供し、そしてウィルス、不正ファイル、シス

テム侵入者、および不要な電子メールの勧誘について、全ての入力情報を選別す

る。当業者に公知のさらなる安全機能もまた、ファイアウォール２０により提供

され得る。データベース管理システム１２への安全なアクセスは、当業者に公知

のパスワードシステムによって達成される。さらなる安全機能を以下に記載する

。

      【００３５】

  入力情報は、変換され、フォーマットされ、そしてファイアウォール２０を通

過され、情報を適切なデータベースへルーティングするための当該技術分野で公

知のソフトウェアを提供されるデータベース管理システム１２へ送信される。本

発明のデータベースは、一次、二次、三次、およびより高次のデータベースに分

割される階層的構成に分割される。一次のデータベースの例は、技術情報２４、

技術上の更新２６、マーケティング情報２８、頻繁に要求される情報３０、ユー
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ザプロファイル３２、規定するための更新および勧告３４、投資家情報３６、お

よび会社プロファイル３８を含むがこれらに制限されない。データベース階層は

、ユーザがデータベースに最初にアクセスするために使用するシーケンスに基づ

いて確立される。全てのデータベース内に含まれる情報は、ハードディスク、フ

ロッピー（Ｒ）ドライブ、ＣＤ－ＲＯＭ、またはテープなどのコンピュータ読み

取り可能媒体に格納され、そして使用する際には、メモリ３９へロードされる。

      【００３６】

  図３は、本発明の双方向ネットワーク４０を示す。このネットワーク４０は、

複数の遠隔送信装置および／または遠隔受信装置４８、５０、および５２と統合

医療情報管理および医療デバイス制御に関するシステム９との連携を調整する。

本発明の遠隔送信および受信装置４８、５０、５２は、コンピュータ端末、患者

の状態をモニタするためのデバイス、診断デバイス、治療デバイス、携帯用電子

デバイス、電話、無線送信機、画像デバイス、または、モデム、ＲＳ２３２ポー

トなどのシリアルまたはパラレルのデータ送信、ネットワークカード、もしくは

電子データ送信のための同様の送信手段など、を収容し得る全てのデバイスを、

含むがこれらに限られない。図３はまた、遠隔インターネットサーバ４４および

オンラインサービスプロバイダ４６を統合医療情報管理および医療デバイス制御

に関するシステム９に連結する双方向ネットワーク４０を示す。図３は、図面を

簡略化するために最小数のリンク５４を示すが、本質的には、双方向ネットワー

クが、本発明の統合医療情報管理および医療デバイス制御に関するシステム９と

接続し得る無限のリンクおよび連携がある。

      【００３７】

  双方向ネットワーク４０へのリンク５４および統合医療情報管理および医療デ

バイス制御に関するシステム９との通信は、当該技術分野で公知の全ての方法を

使用して確立され得る。その方法の例は、ローカルエリアネットワーク、シリア

ルラインインターネットプロトコル（ＳＬＩＰ）またはポイントツーポイントプ

ロトコル（ＰＰＰ）を使用するディスクリートモデム接続、統合サービスディジ

タルネットワーク（ＩＳＤＮ）、非対称ディジタル加入者ライン（ＡＤＳＬ）、

または同軸テレビケーブルを含むがこれらに制限されない。
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      【００３８】

  情報は、キーボード、ジョイスティック、タッチ感知ビデオスクリーン、バー

コードリーダー、プッシュボタン、スイッチ、キーパンチカード、位置感知デバ

イス、およびマイクを含むがこれらに制限されない多様な入力手段を使用して送

信装置へ入力され得る。本発明の１実施形態において、情報入力手段は、ハンズ

フリー音声起動化システムからなり、それによって音声コマンドは、信号を音声

変換ソフトウェアを有する送信装置へ中継するマイクへ話される。変換された信

号は、ローカルの医療デバイスへの動作命令からなり得る、または双方向ネット

ワークを介して遠隔受信装置もしくはウェブサイトへ送信され得る。

      【００３９】

  同様に、受信装置は、本発明のウェブサイトから入力情報を変換し、そして変

換された情報をオペレータに提供する。受信装置は、ビデオモニタ、光信号（例

、赤外線）、無線周波数信号、テレタイプのプリントアウト、ブライユ式点字法

によるプリントアウト、および可聴式放送を含むがこれらに限られない多様な表

示手段を使用して、情報をオペレータへ提示する。本発明の別の実施形態におい

て、遠距離通信手段およびソフトウェアは、送信および／または受信装置と連携

される。遠距離通信手段は、オペレータと第三者との間の即座の音声通信ができ

る。

      【００４０】

  本発明の１実施形態において、医療サービスプロバイダ（オペレータ）は、患

者に非常に近接した位置にある少なくとも１つの医療デバイスを使用して、医療

処置を始める。医療デバイスは、シャシーに一体化された送信装置および受信装

置を有する、またはダム端末、端末エミュレーション、ウェブテレビ、コンピュ

ータ端末、およびネットワークコンピュータなどの、しかしこれらに制限されな

い単独型送信受信装置に結合され得る。医療処置前または医療処置中いつでも、

オペレータは、医療デバイスと一体化された送信装置を使用して、インターネッ

トまたは他の適切な双方向ネットワークを介して本発明のウェブサイトと接続を

確立し得る。一旦インターネットに接続され、そしてインターネットを介してウ

ェブサイトに接続されると、権限のあるユーザは、図２および図４で示されたい
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ずれのデータベースにもアクセスし得る。さらに、本発明のウェブサイトは、オ

ペレータに、いずれの公に利用できるウェブサイト、またはオペレータが加入す

る加入サービスへもアクセスできるワールドワイドウェブへのポータルを提供す

る。

      【００４１】

  オペレータは、本発明のウェブサイトを収納するホストシステムによって受信

されるインターネットリンクを介して、ユニバーサルリソースロケータ（ＵＲＬ

）アドレスを送信することによって、本発明のウェブサイトにアクセスする。本

発明のウェブサイトは、ツリー構造、ライン構造、またはランダムにを含むがこ

れらに限られない当業者に公知のいずれの方法でも、組織化され得る。一旦接続

が確立されると、ウェブサイトの「ホームページ」は、受信装置へ送信される。

オペレータは、ホスト通信インターフェース１０（図２）によって受信されそし

てファイアウォール２０（図２）へ送信されるパスワードまたは他の識別コード

を入力および送信するよう求められる。オペレータが識別されそして認証された

後、オペレータは、医療情報および医療デバイス動作命令を送信できる、または

図２に示された一次のデータベース２４、２６、２８、３０、３２、３４、３６

、および３８を選択できる。

      【００４２】

  １実施形態において、デバイスは、起動された際に自動的にインターネットに

接続し得る。デバイスは、特定のサービスプロバイダの「ホームページ」へ接続

し得、そしてホームページは、ユーザの使用パターンから抽出された過去の入力

データ、またはあらかじめ格納されたデータの直接ユーザ入力を使用して、特定

のデバイスユーザもしくは位置についてカスタマイズされる。デバイス製造業者

は、サービスプロバイダの一例である。

      【００４３】

  別の実施形態において、医療職員または患者の訓練、教育、または娯楽のため

のビデオおよび／またはオーディオプログラムは、インターネットまたはイント

ラネットからダウンロードされ得る。データ送信は、本明細書中に記載のデータ

管理システム中に格納されるか、またはデバイスによって直接表示される。ライ
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ブおよび格納された送信の両方ともが、インターネットまたはイントラネットを

使用して他のサイトと直接やりとりし得る。例えば、ライブで示されるか、また

はデータ格納から引き出される訓練ビデオの表示は、訓練士とやりとりのための

別のサイトへ「ライブ」オーディオおよび／またはビデオリンクが伴う。

      【００４４】

  次に図４を参照すると、オペレータは、一次のデータベース、ユーザプロファ

イル３２を選択し、ウェブサイトと医療デバイスインターフェースを開始する。

第２の安全ファイアウォール６０が動作して、オペレータにオペレータが次に進

んで行くことを可能にする固有の個人ユーザ識別番号を入力するよう要求される

。次に、オペレータは、医療デバイスデータベース６１、患者統計データベース

６２、およびユーザプリファレンスデータベース６３を含むがこれらに限られな

い所望の二次のユーザプロファイルデータベースの任意の組合せから選択する。

権限のあるオペレータが本発明のウェブサイト内でアクセスし得るデータベース

の数は、無限である。新しいデータベースがアクセスされる毎に、新しいデータ

ベースは、受信装置の表示デバイス上にウィンドウとして表示される。オペレー

タがデータベースにアクセスし、そしてデータベースとインターフェースをとる

ことができるウェブサイトを管理するためのプログラムは、当業者に公知であり

、そしてデータベース管理システム１２（図１）中に格納される。

      【００４５】

  本発明のウェブサイトの１つの特に有益な機能は、オペレータが生理学的およ

び統計的要因の組合せに基づいて臨床結果を算定することを助ける場合である。

生理学的要因は、患者が診断処置または治療処置を受けている間ウェブサイトに

送信されている生命に関わる徴候および患者の既往の健康状態を含む。オペレー

タは、統計的分析および危機管理データベース６５のメニューから治療処置の選

択肢を選び、そしてその選択を入力する。生理学的要因および患者の属性は、患

者統計データベース６２から統計的分析データベース６５によって抽出され、そ

してアルゴリズムを情報に適用して、どの結果が統計的にありうるかを判定する

。

      【００４６】
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  統計的分析データベース６５はまた、オペレータに、生命を脅かす可能性のあ

るイベントを警告する患者モニターとしても機能する。ソフトウェアが統計的デ

ータベース６５に提供され、ウェブサイトは、人間のオペレータが前兆に気付く

前に、生命を脅かす可能性のある状況を予想することができる。このことが可能

なのは、統計的分析データベース６５に利用可能な大量の医療情報、およびソフ

トウェアに含まれるアルゴリズムのおかげである。本発明の１実施形態において

、ウェブサイトは、処置の継続が患者を傷つける得る場合は、医療デバイスを無

効にし、および／またはオペレータのコマンドをあらかじめ無効にする命令をさ

れ得る。

      【００４７】

  図５は、本発明を使用して、どのように複数の医療デバイスおよびユーザとイ

ンターフェースを同時にとるかの例を示すがこれに制限されない。患者７０は、

無菌領域７６内に集合して設置された医療デバイス７２およびオペレータ７４に

非常に近接して位置する。この例だけの目的のために、医療デバイス７２は、血

管造影注入器システムである。適当な血管造影注入器システムの例は、係属中の

米国特許出願シリアル番号（ＵＳＰＡ  ＳＮ）第０８／９６６，０８８号に記載

されるが、本発明はこれに制限されない。その内容は、参照により本明細書にお

いて援用される。血管造影注入器７２と共に位置するのは、蛍光スクリーン７６

上に可視化される患者７０の動脈の画像を提供するＸ線蛍光透視装置（ｆｌｕｏ

ｒｏｓｃｏｐｅ）７５である。

      【００４８】

  Ｘ線蛍光透視装置７５は、双方向ネットワーク４０（図３）に接続される送信

装置が提供され、それにより蛍光スクリーン７６上に表示される画像は、ウェブ

サイト９（図３）によって受信される。Ｘ線蛍光透視装置７５に組み込まれた送

信装置によって送信された蛍光画像を含む情報は、ウェブサイト９（図３）のホ

スト通信インターフェース１０（図２）およびファイアウォール２０（図２）に

よって認識される。Ｘ線蛍光透視装置および他の遠隔送信装置によって送信され

る情報の認識は、各遠隔送信装置に結び付けられたマイクロプロセッサメモリへ

組み込まれたソフトウェアを使用して達成される。一旦ウェブサイト９（図３）
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によって受信および認識されると、患者７０の動脈の画像は、データベース管理

システム１２（図２）によって一次のデータベースユーザプロファイル３２（図

４）に送信され、そして二次のデータベース患者統計データベース６２（図４）

に格納される。

      【００４９】

  心電計（ＥＫＧ）７８、血液酸素飽和度モニタ（ＳＡＯ2）７９、および呼吸

計８０は、患者７０および双方向ネットワーク４０（図３）に接続される。双方

向ネットワーク４０（図３）への接続は、血管造影注入器７２について上記で記

載したように送信装置およびソフトウェアを使用して、または当該技術分野で公

知の他の手段によって、達成される。患者７０から、ＥＫＧ７８、ＳＡＯ2モニ

タ７９、および呼吸計８０によって得られた心電図、心拍数、血圧、血液酸素飽

和度、および呼吸データ（これ以後「生命に関わる徴候」と総称する）が、本発

明のウェブサイト９（図３）へ送信される。ウェブサイト９（図３）は、上記一

般的に記載したように患者７０の生命に関わる徴候を受信し、処理し、および格

納する。

      【００５０】

  血管造影注入器７２によって配置されるオペレータ７４は、血管造影注入器７

２内に組み込まれた送信受信装置か、またはパソコンなどの単独型の送信受信装

置を使用して本発明のウェブサイト９（図３）とインターフェースをとる。本実

施例では、米国特許出願シリアル番号第０８／９６６，０８８号に記載された血

管造影注入器は、シャシーに一体化されたパソコンベースのマイクロプロセッサ

が提供される。オペレータ７４が、上記で詳細に記載したように、本発明のウェ

ブサイト９（図３）とリンクを確立した後、オペレータは、患者統計データベー

ス中に以前に格納された患者統計にアクセスし得る。さらに、オペレータ７４は

、ＥＫＧ７８、ＳＡＯ2モニタ７９、および呼吸計８０を含むがこれらに制限さ

れない遠隔送信装置によってウェブサイトに送信されるデータにもアクセスし得

る。

      【００５１】

  結果的に、オペレータ７４は、１カ所の患者および医療処置に関連する全ての
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関連情報に即座かつ同時にアクセスできる。表示デバイス上に異なるウィンドウ

を単に開くことによって、オペレータは、現在の血管造影、注入中の血管造影液

の流速、注入された血管造影液の量およびリザーバの残余量、患者の生命に関わ

る徴候、ならびに現在の実験室データを知り得る。本発明のウェブサイトに格納

された他の重大なデータは、オペレータ７４に利用可能である。さらに、オペレ

ータは、いずれの制限されていないウェブサイトをも含むワールドワイドウェブ

にアクセスできる。例えば、オペレータが、国立医療図書館のウェブサイト、パ

ブメドから科学論文を得たいならば、オペレータは、適切なＵＲＬ（ｗｗｗ．ｎ

ｃｂｉ．ｎｌｍ．ｏｒｇ）に入力および送信する。国立医療図書館のサーチウィ

ンドウは、上記で記載した患者統計へ即座のアクセスを維持しながら、出版物サ

ーチを許可するオペレータの画面上に開かれる。

      【００５２】

  さらに、オペレータは、ウェブサイトを介して医療コンサルタントの選択され

たグループにアクセスできる。これらのコンサルタントは、即座のリアルタイム

の相談に、利用可能である。例えば、血管造影分析中に、オペレータ７４は、自

分および看護職員のよく知らない解剖的構造物に出くわす。オペレータ７４は、

ユーザプロファイルデータベース３２（図４）内の二次のコンサルタントデータ

ベース６４（図４）を開き、そしてコンサルタント８８を要求するか、または利

用可能なコンサルタントのリストから選択する。コンサルタント８８は、当該技

術分野で公知の遠距離通信デバイスを使用して連絡され、そして自分の診療が要

求されていることを通知される。次に、コンサルタントは、前記に記載したよう

に遠隔送信受信装置９０を使用して本発明のウェブサイト９に接続する。コンサ

ルタント８８は、オペレータ７４が現在使用している同じ情報に即座かつ同時に

アクセスできる。例えば、コンサルタント８８は、オペレータが見ている同じ血

管造影を見、そして同じ生命に関わる徴候および患者既往歴にアクセスできる。

コンサルタントは、次に、オペレータに自分の意見を述べるか、さらなる情報を

要求するか、または本発明の遠隔命令および制御能力を使用して、自分の場所か

ら処置を引き継ぎ得る。処置中のいずれの時点においても、さらなるコンサルタ

ント、学生、および同僚を含むがこれらに限定されない他の関係者が、処置また
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は討議に参加および協力し得る。本発明のウェブサイトを介してグループに参加

するさらなる関係者のそれぞれは、自分のパスワードおよび／またはオペレータ

７４によって判定された自分の協力レベルを有する。

      【００５３】

  さらに、さらなる情報が、本発明のウェブサイトに送信され、そしていつでも

患者データベースに追加され得る。例えば、実験室８６は、患者履歴データベー

スに追加される必要のある慣用の実験室検査結果または統計的な実験室検査結果

のいずれかを有し得る。実験室結果が、本発明のウェブサイトによって受信およ

び処理されるとすぐ、オペレータ、コンサルタント、および第三者が、実験室結

果が利用可能であると通知される。

      【００５４】

  本発明の別の特徴は、遠隔地に位置する送信および受信装置を有する能力であ

る。例えば、遠隔送信および受信装置８２および８４は、本実施例中の無菌領域

７６外に位置する。これら遠隔送信および受信装置に位置する遠隔オペレータ８

１または８３は、本発明のウェブサイトにアクセスし、そしてパスワードまたは

オペレータ７４によって権限を与えられたいずれのレベルでも処置に協力し得る

。緊急の場合、またはオペレータ７４に休憩を与えるために、遠隔命令および制

御機能が、遠隔オペレータ８１または８３によって引き受けられ得る。遠隔オペ

レータ８１または８３は、医療処置を完全な制御、ウェブサイト９（図３）に接

続された全ての医療デバイス、および遠隔オペレータ８１または８３がアクセス

への権限を有するウェブサイト９（図４）上で利用可能な全ての情報へアクセス

を有す。

      【００５５】

  本発明の別の特徴は、オペレータ７４、８１、８３が世界中のいずれの場所か

らでも本発明のウェブサイトおよびそのコンテンツにアクセスし得ることである

。結果的に、コンサルタントおよび患者既往歴へのアクセスとともに、特定の医

療デバイスへの前もって確立されたプリファレンスは、オペレータの位置に関係

なく、オペレータに即座に利用可能である。本発明のこの能力によって、医療処

置は、多様な位置で一貫してかつ確実に行われ得る。
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      【００５６】

  本発明の別の実施形態において、ウェブサイトは、医療デバイスとインターフ

ェースをとる能力を有し、それにより実際に医療デバイスは、医師がウェブサイ

トのユーザプロファイルデータベース３２（図２）の中に以前に送信および格納

した情報およびプリファレンスによって自動的に制御される。

      【００５７】

  本発明の別の実施形態において、図２に図示された一次のデータベース２４、

２６、２８、３０、３２、３４、３６、および３８は、デバイスサービスおよび

／または改変データベースを含む。このデータベースは、デバイス動作システム

を更新するために使用され得る。さらに、このデータベースは、デバイスの形態

を変更するために使用され得る。例えば、データベースは、米国特許出願シリア

ル番号第０８／９６６，０８８号に開示された注入器を、心臓病学に使用された

ものから、放射線学またはＭＲＩの応用に使用されたものへ、変更するために使

用され得る。

      【００５８】

  本発明のさらなる別の実施形態において、図２に図示された一次のデータベー

ス２４、２６、２８、３０、３２、３４、３６、および３８は、クライアント管

理データベースを含む。クライアント管理データベースは、クライアント管理デ

ータベースが供給品、医療処置、および在庫管理ならびに患者の請求書総額に関

連する他の情報を追跡することができる二次のデータベースを含む。二次のデー

タベースは、各クライアントにとって固有であり、そして機密性が、さらなるフ

ァイアウォールによって維持される。医療処置が完了後、病院の在庫リストが、

使用された材料を反映するように調節され、かつ患者の口座に、処置、供給品、

および担当医を含めた病院職員について自動的に請求される。結果として、請求

および在庫管理の間違いは、最小になり、結果は、病院または医療機関にとって

著しい経費節約となる。

      【００５９】

  本発明の別の面において、ウェブサイトへおよびウェブサイトから送信されて

いる情報、特に患者の統計に関連するような情報の正確さを保証することが重要
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である。そのような正確さを保証する一つの方法は、並列してウェブサイトへお

よびウェブサイトからデータを提供し、そして次に、例えば、デバイスコントロ

ールの目的で、さらなるデータへの操作またはアクセスを許す前に、均一性につ

いてデータを比較することである。１実施形態において、ウェブサイトは、２つ

の並列通路からデータが均一にならない場合、データが不正であるとユーザに信

号を送る。

      【００６０】

  上記記載の並列データ管理の模式的な実施例は、図６に記載される。この実施

形態において、医療デバイス６００は、２つの異なるラージエリアネットワーク

（Ｌａｒｇｅ  Ａｒｅａ  Ｎｅｔｗｏｒｋｓ）（ＬＡＮ）６０１、６０２とイン

ターフェースをとるよう配置される。明らかに、各ＬＡＮは、複数のユーザイン

ターフェース６０３、６０５を有し得る。ＬＡＮ６０１、６０２の各々は、２つ

の別々のルータ６０６、６０８、および通信ポート６１０、６１２を介して、イ

ンターネット６０４を介して本発明のウェブサイトと通信する。本発明のウェブ

サイトは、次に、並列情報を、２つの別々のルータ６１４、６１６、および通信

ポート６１８、６２０を介して、２つの別々の遠隔ＬＡＮ６２２、６２４へ送信

する。両ルートからのデータが均一であるとすると、ユーザは、そのデータにア

クセスし、データを見、データに応答し、かつその他データを操作し得る。

      【００６１】

  両ルートを介してデータの送信中、データは、定期的に比較され得る。例えば

、比較は、データがＬＡＮ６０１、６０２に送信されている時にデータのソース

で行われ得る。本発明のウェブサイトにおいても、データは比較され得る。また

は、補足的に、データは遠隔ユーザサイトにおいて比較され得る。

      【００６２】

  図７を参照して、医療デバイス６００およびその関連アクセサリすなわち表示

７００、タッチスクリーン７０２、キーボード７０４、ならびにプロセッサ／エ

ンコーダ／デコーダデバイス７０６に入力する他の関連インターフェース７０６

を示す概略が提供される。プロセッサ７０６は、次に、図６にまた示される各々

のＬＡＮ６０１、６０２に対する２つの異なるルータ７０８、７１０を介して、
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並列の形態でデータを送信する。

      【００６３】

  前記の実施例は、読者に本発明を理解するのを助けるために提供され、また本

発明の範囲を制限する目的ではない。本発明の統合医療情報および管理システム

を使用する同じサービスを提供するための多くの他の構成および手段があり得る

ことが理解される。本発明の好適な実施形態が示され、そして記載されたが、様

々な改変および変更が、本発明の真の精神および範囲から逸脱することなく行わ

れ得ることは明らかである。

【図面の簡単な説明】

    【図１】

  図１は、本発明に従って、統合医療情報管理および医療デバイス制御のための

システムの基本要素を示すブロック図である。

    【図２】

  図２は、本発明に従って、統合医療情報管理および医療デバイス制御のための

システムのさらなる基本要素を示すブロック図である。

    【図３】

  図３は、本発明の好適な実施形態に従って、複数の遠隔送信装置および遠隔受

信装置と統合医療情報管理および医療デバイス制御のためのシステムとの関連性

を調整する双方向ネットワーク通信システムを示す。

    【図４】

  図４は、本発明の好適な実施形態に従って、ユーザプロファイルデータベース

のさらなる要素を示すブロック図である。

    【図５】

  図５は、本発明の好適な実施形態に従って、複数の医療デバイスとユーザのイ

ンターフェースを示す模式図である。

    【図６】

  図６は、本発明の実施形態の並行管理の１局面のブロック図である。

    【図７】

  図７は、図６に示された並行データ管理システムのセグメントのブロック図で
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ある。

【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【国際調査報告】
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摘要(译)

描述了用于集成医疗信息管理和医疗设备控制的系统和方法，它们以协
调的方式链接到多个用户和多个医疗设备。 使用双向网络和集中式主机
系统可实现用户与医疗设备的链接。 系统的用户可以相互通信，可以从
远程位置操作医疗设备，还可以访问来自各种源的信息，这些信息会自
动监视患者的状况。
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